
○米原市空家等除却補助金交付要綱 

令和４年４月１日 

告示第140号 

(趣旨) 

第１条 この要綱は、将来的に周辺に悪影響を及ぼすおそれのある空家について、所有者等に

よる適正な処分を推進するため、空家の除却に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を

交付することについて、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号。以下「規則」

という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

(定義) 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(１) 空家 居住の用に供していた住宅で、１年以上居住されていないものをいう。 

(２) 市内事業者 市内に事業所もしくは営業所を有する法人または個人事業者をいう。 

(補助対象事業等) 

第３条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる要件の全てを

満たす市内の空家を解体および撤去する工事(以下「除却工事」という。)とする。 

(１) 昭和56年５月31日以前に建築された空家に関するものであること。 

(２) 空家およびその敷地内にある使用の見込みのない建築物、工作物、竹木、動産等の全

てを除却し、更地にすること。ただし、市長が適当と認めるときは、この限りでない。 

(３) 市内事業者の施工によるものであること。 

２ 補助金の交付は、補助対象事業１件につき同一年度内に１回限りとする。 

(補助対象者) 

第４条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当す

るものとする。 

(１) 空家の所有権(登記事項記載証明書の表題部もしくは権利部に記載される者、または固

定資産課税台帳に所有者として記載される者をいう。以下同じ。)の全部を有する者または

所有権の全部を相続した者 

(２) 空家の所有権の一部を有する者で、かつ、他の所有権者全員から委任を受けた者、ま

たは所有権の一部を相続した者で、かつ、他の所有権の相続人全員から委任を受けた者 

(３) 第１号に規定する者または空家の所有権の一部を有する者全員もしくは所有権の一部

を相続した者全員から委任を受けた者(自治組織を含む。) 

(４) 前３号に掲げるもののほか、空家の処分について権利を有していると市長が認める者 



２ 前項各号に規定する者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助対象者になることが

できない。 

(１) 補助対象者と補助対象事業を実施する個人事業者およびその同居する家族が同一であ

るとき。 

(２) 市税等の滞納があるとき。 

(３) 米原市暴力団排除条例(平成23年米原市条例第36号)第２条第２号に規定する暴力団員

(以下「暴力団員」という。)または同条第１号に規定する暴力団もしくは暴力団員と密接

な関係を有する者であるとき。 

(４) 前３号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める者 

３ 補助対象者は、同一年度内に１回限り、この補助金の交付を受けることができる。 

(補助対象経費) 

第５条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要

する経費のうち、次に掲げる費用を除いたものとする。 

(１) 家財道具の除却に要する経費 

(２) 跡地の盛土および舗装に要する経費 

(３) 登記その他の事務手続に要する経費 

(４) 前３号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める経費 

(補助金の額) 

第６条 補助金の額は、補助対象経費に３分の１を乗じて得た額とし、20万円を限度とする。 

(交付申請) 

第７条 補助金の交付を申請しようとする者は、補助対象事業開始までに、規則第５条第１項

に規定する補助金等交付申請書に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければなら

ない。 

(１) 事業計画書(様式第１号) 

(２) 市税等納付・納入状況調査等同意書(様式第２号) 

(３) 見積書等工事の内容が分かる書類の写し 

(４) 空家の位置図 

(５) 空家の現況写真 

(６) 所有者および建築年が確認できる書類 

(７) 委任状(様式第３号)(第４条第１項第２号および第３号に規定する委任を受けた者に

限る。) 



(８) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

(実績報告) 

第８条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業が完了した

ときは、規則第15条に規定する補助事業等実績報告書に、次に掲げる書類を添付して、市長

に提出しなければならない。 

(１) 除却工事の領収書の写し 

(２) 請求書等工事の内容が分かる書類の写し 

(３) 除却工事後の写真 

(４) 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

(その他) 

第９条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

付 則 

(施行期日) 

１ この告示は、令和４年４月１日から施行する。 

(評価および見直し) 

２ この告示は、施行後３年ごとにその運用状況、実施効果を検証し、目的の達成状況等を評

価した上で、告示の改廃その他必要な措置を講ずるものとする。 

付 則(令和６年４月１日告示第55号) 

この告示は、令和６年４月１日から施行する。 

付 則(令和７年４月１日告示第68号) 

この告示は、令和７年４月１日から施行する。 

 



 



 



 



様式第１号(第７条関係) 

様式第２号(第７条関係) 

様式第３号(第７条関係) 

 


